
～「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項に基づく情報公開 ～

2025年5月1日　～

守口製函株式会社

〒570-0005

大阪府守口市八雲中町二丁目７番１２号

派遣労働者の数 37 人

派遣先事業所数 8 件

雇用安定措置を講じた人数 0 人

20,816円 （　2025年度 労働者派遣に関する料金額の平均額）

13,072円 （　2025年度 派遣労働者の賃金額の平均額）

37.2% （　2025年度 マージン率の平均）

教育訓練の種類 賃金支給状況 実施主体 費用負担

派遣就業にあたって 有給 派遣元 無し

ビジネスマナー研修 有給 派遣元 無し

作業手順研修 有給 派遣先 無し

ＯＡトレーニング研修 有給 派遣先 無し

フォークリフト操作研修 有給 派遣元 無し

安全衛生研修 有給 派遣元 無し

情報セキュリティ研修 有給 派遣元 無し

危険予知訓練 有給 派遣元 無し

有り

2025年4月1日　～

全ての派遣労働者

当事業所　営業管理課　　06-6926-9263

対象者

派遣でご就業して頂くに際して、健康保険・厚生年金・雇用保険にご加入頂きます（雇用条件によっては加入でき
ない場合があります）。また、対象となる方には、産前産後休暇・育児休業・介護休業の制度もご利用可能です。
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福利厚生費に関する事項

マ ー ジ ン 率

教 育 訓 練 に 関 す る 事 項

2026年4月30日

派遣労働者

派遣労働者

派遣労働者

守口製函株式会社

2026年4月30日

そ の 他 参 考 事 項

労働者派遣法30条の4第1項
の労使協定の締結の有無

上記労使協定の有効期間

初めて派遣する労働者

初めて派遣する労働者

派遣労働者

（　2026年6月1日現在　）

（　2025年度実績数　）

上記マージン率の中から会社は、下記事項に係る費用を負担しています。
・事業主として負担すべき各種保険料（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働保険）
・事業主として負担すべき健康診断
・派遣スタッフが取得する年次有給休暇
・派遣スタッフへの教育訓練、資格取得支援費用
なお、派遣料金の平均額には消費税が含まれています。

方法


